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はじめに
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 本資料は、大学・高専機能強化支援事業の

の公募に関する説明を行っています。

 本資料は、令和８年度の公募の概要に関する説明ですので、詳細につい

ては、公募要領等の各種資料をご一読ください。

学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援 （支援１）

「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞
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0. 用語の定義

3

用語 定義

機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

助成事業者 支援対象として交付決定を受けた大学等の設置者

助成金 大学・高専成長分野転換支援基金助成金

本事業/支援１「大規模
枠」

大学・高専機能強化支援事業（学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援）「大規模
文理横断転換枠」＜新規分＞

公募要領
令和8年度 大学・高専機能強化支援事業（支援１：学部再編等による特定成長分野への転換
等に係る支援）「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募要領

審査要項
大学・高専機能強化支援事業（支援１：学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支
援）「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞審査要項

交付規則
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構大学・高専成長分野転換支援基金助成金交付
規則(令和５年４月13日規則第２号)

取扱要領 大学・高専成長分野転換支援基金助成金取扱要領
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1. 事業について
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（１） 申請対象

公募要領 １.目的・背景（p.1-2）を踏まえたうえで、

 

を対象とします。

[公募要領 p.3-4]

検討・準備の段階

学部等の完成年度

学部若しくは学科の設置又は収容定員の増加による

学部再編等及び

から、

新たに設置した までの取組

特定成長分野に係る私立・公立の大学の

増加する定員数以上の文系学部等の入学定員の減少の
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5

（１） 申請対象

支援の実施にあたっては、助成期間を連続する３つのフェーズに分類し、フェーズ１から

フェーズ３まで行う計画を支援します。

フェーズ１ 事業計画の選定から設置認可申請又は届出までにおける、学部再編等に向け

た検討体制の構築を実施する期間

フェーズ２ 設置認可申請又は届出から学部等の開設までにおける、施設設備整備及び土

地取得を実施する期間

フェーズ３ 学部等の開設から当該学部等の完成年度までにおける、自走化戦略の深化に

向けた取組を実施する期間

1. 事業について [公募要領 p.3-4]
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1. 事業について

6

（１） 申請対象

 令和8年度公募の申請対象は、令和１０年度以降に学部若しくは学科の設置又は収容定員

の増加による学部再編等を実施する計画です。

開設時期 公募締切 開始フェーズ

令和10年度～ フェーズ1令和8年5月29日

[公募要領 p.3-4]

（2） 選定件数

申請状況等により大学・高専成長分野転換支援基金助成金の予算の範囲内で選定を行うこととする。
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1. 事業について
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（3） 助成期間

（フェーズ１からフェーズ３までを通しての年数）

フェーズ１ １～３年程度 事業計画の選定から設置認可申請又は届出までの期間

* 設置認可申請後の設置審査が長期化した場合等に限り、当該設置認可申請又は当

該届出後もフェーズ１期間がフェーズ２期間と並行しているものとみなし、フェーズ１

期間の１年間の延長を２回まで可能とする。ただし、設置認可申請や届出をしていな

い場合は、この取扱いにはならないので留意すること。

フェーズ２ １年程度 設置認可申請又は届出から学部等の開設までの期間

フェーズ３ ４年 学部等の開設後から完成年度が終わるまでの期間

* 申請要件を満たす、当該大学の収容定員の総数の増加を伴わない既設の学部等の

収容定員増を行う場合も同様の扱いとする。

原則８年以内

[公募要領 p. 4]
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1. 事業について
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（4） 助成額等

支援の実施に当たっては、 ３つのフェーズごとに助成金の額の上限を設けています。

（フェーズ１の助成期間における合計額）

• 必要性が認められるものに限り、事業計画に基づき、設置認可申請又は届出後に、助成金を一部支

出することが可能です。

フェーズ１ 上限額 3,000万円

[公募要領 p.4]
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1. 事業について

（4） 助成額等

支援の実施に当たっては、 ３つのフェーズごとに助成金の額の上限を設けています。

• 事業計画の対象となる学部等の入学定員増の規模等によって算定します。

＊ フェーズ２の助成金の額の算定については、あらかじめ別添１「フェーズ２の助成金の額の算定フロー」の内容

に留意。）

• 事業計画に基づき、設置の認可申請若しくは届出前又は学部等の開設後においても一部支出を可能

とします。ただし、この場合において学部等の開設を行わないこととなったときは、施設設備整備や

建物取得に要した経費、土地取得費は全額返還の対象となります。

• フェーズ２の助成金の額は公募申請時の申請書に基づき算定されます。

• ただし、入学定員増数等、算定に必要な数値が確定したときは、フェーズ２の助成金の額の再算定に

必要となる数値等を記載した書類の提出を求め、その確定値により助成金の額の再算定を行います。

9

フェーズ２ 上限額 4０億円

[公募要領 p.4-5]
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1. 事業について

（4） 助成額等

①事業費上限額基準目安 ＝ 施設設備費 ＋ 土地取得費

・施設設備の支援額算定：「学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準」において規定する「標準設置経費」の考え方
を準用し、分野、入学定員数に応じて算定します。なお、ダブルメジャー取組の場合、算定に使用する定員規模
は２分の１換算とします。

・土地取得費： 以下の算定式で算定します。なお、算定される金額の範囲内であれば、土地借料として支出することも可能で
す。また、ダブルメジャー取組の場合、算定に使用する定員規模は２分の１換算とします。

算定式：理系学部等の収容定員増数×10 ㎡×土地取得に係る支援単価（支援単価は、国土交通省が公表する
地価公示に係る全国平均価格を使用（令和７年度地価公示：275,700 円/㎡）

② 事業費上限額基準  ＝ ① ＋ ① × 引上げ観点該当数 × ５％

③助成率          ＝
３
４

助成金の額 ＝ ②の範囲内で特定された事業費 × ③
10

フェーズ２の助成金の額の算定フロー（概要）

[公募要領 p.17-18]
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1. 事業について

（4） 助成額等

* 公募時の申請内容を基に、②の範囲内で計画に係る事業費を特定（②の額と申請書の助成対象経費を

比較）し、特定された事業費に③を乗じるため、自己負担が必ず生じます。

* 申請に当たっては、公募要領（別添１：フェーズ２の助成金の額の算定フロー）を必ず確認してください。

11

フェーズ２の助成金の額の算定フロー（概要）

[公募要領 p.17-18]

(前頁の続き)
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1. 事業について

（4） 助成額等

支援の実施に当たっては、 ３つのフェーズごとに助成金の額の上限を設けています。

12

フェーズ３

[公募要領 p.5-7]

自走化戦略の深化に係る経費上限額 4,000万円
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1. 事業について

（4） 助成額等

支援の実施に当たっては、 ３つのフェーズごとに助成金の額の上限を設けています。

・開設年度から完成年度まで、新設理系学部等に係る教員人件費を支援します。

大学設置基準に規定する基幹教員数分（単価1名あたり1,003万円（一般教員）、1,500万円（実務家教員））

を支援します。

ただし、ダブルメジャーを導入するなど高度なレベルの文理融合教育を推進する取組（以下「ダブルメジャー

取組」という。別添２（ダブルメジャー取組について）参照）の場合、算定に使用する定員規模は２分の１換算と

します。

13

フェーズ３

[公募要領 p.5-7]

自走化戦略の深化に係る教員人件費

申請時における新設理系学部等の入学定員数を基に大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）

第10条の規定に基づく別表第一により算定される基幹教員数に単価を乗じて得られた金額

(前頁の続き)
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（4） 助成額等

支援の実施に当たっては、 ３つのフェーズごとに助成金の額の上限を設けています。

・学年進行に合わせ、毎年度支援員数を逓減

・理系分野においては、

○各学問分野における体系的な知識を修得することはもちろんのこと

○将来の社会実装等を念頭に、得られた研究成果を社会に還元することも重要であることから、企業等と連携した授業科目

の開設を円滑に実施できるよう、クロスアポイントメントの活用も含め、実務家教員の登用が重要。このため、設置にあ

たって必要となる教員数の半数を上限として、実務家教員の支援を実施。

・新設学部等の完成年度を待たず、大学院を設置する計画である場合、加算を行います。

1. 事業について
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フェーズ３

[公募要領 p.5-7]

自走化戦略の深化に係る教員人件費

申請時における新設理系学部等の入学定員数を基に大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）

第10条の規定に基づく別表第一により算定される基幹教員数に単価を乗じて得られた金額

(前頁の続き)
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1. 事業について

（4） 助成額等

支援の実施に当たっては、 ３つのフェーズごとに助成金の額の上限を設けています。

申請時における文系学部等の入学定員減数を25で除した数（小数点未満は切り上げ）

に単価を乗じて得られた金額

・文系学部等の学生教員数比率を改善し、文系学部の質の向上に資する支援を実施します。新設理系学部等

開設年度から完成年度まで、文系学部等の入学定員減数に対し、25名に1名の割合で教員人件費相当額

（単価1名あたり1,003万円）を支援します。

ただし、ダブルメジャー取組の場合、文系学部等の入学定員減を実施しない場合は支援対象外となります。

・学年進行に合わせ、毎年度支援員数を逓減します。

15

フェーズ３

[公募要領 p.5-7]

文系学部の教育の質向上に向けた取組に係る経費

(前頁の続き)
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1. 事業について

（4） 助成額等

* その他 助成額の注意点

① 本事業の審査に当たり、事業計画に計上している助成金申請予定額の多寡によって

優劣が生じることはありません。

② 本事業計画の規模や費用対効果等を勘案し、真に必要な額が助成対象経費となりま

す。

③ 総助成事業費と助成金の額との差額は自己負担となります（フェーズ２については、

助成率を勘案して助成金の額を決定します。）。
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[公募要領 p.7]

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明



2. 申請資格・要件等
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（１） 申請者等

 対象機関 私立・公立の大学

- 学校教育法第２条第２項に規定する公立学校及び私立学校（学校法人が設置する学

校に限る。）が該当します。また、大学には短期大学を含みません。

 申請者 大学の設置者

- 本事業への申請は、機構の機構長宛に行ってください。

 申請単位 大学

- 大学以外の単位（学部、学科、研究科、専攻、専攻課程、専攻科、別科等）で申請するこ

とはできません。

 事業責任者 大学の設置者又は大学に所属する常勤の役員・教員

- 本事業の実現に中心的役割を果たすとともに、責任を持つ事業責任者を選任してく

ださい。

[公募要領 p.8]
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2. 申請資格・要件等

（2） 申請可能件数

① 一つの大学を対象として申請者が同時に申請できる事業計画は、毎年度１件までとします。

• また、先行する事業計画に係る学部等の開設後（フェーズ３の開始年度以降）であれば、次の事

業計画を申請することができます。

② 過去に「支援１」又は「成長分野転換枠」で選定された計画においても、当該計画がフェー

ズ２まで進行していない場合は、所定の手続きを行った上で当該計画を基に「大規模文理

横断転換枠」へ応募することが可能です。

 なお、申請の前提として「大規模文理横断転換枠」の申請要件を全て満たすことが必要で

す。

18

[公募要領 p.8]
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2. 申請資格・要件等

（2） 申請可能件数

③ 本事業の支援対象となる組織の基本単位は、学部又は学科単位となります。

• ただし、複数の学部又は学科の開設・定員増を行う計画については、１件の計画として束ねて申

請（以下「束ねた計画」という。）することもできます。なお、複数の学部又は学科の開設・定員増

を行う計画についても、「大規模文理横断転換枠」の申請要件を全て満たすことが必要です。

• 束ねた計画であっても、フェーズ２の助成額は40億円を上限額とします。

19

(前頁の続き)

[公募要領 p.8]
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2. 申請資格・要件等

（3） 申請資格

以下のいずれかに該当する大学の設置者は、本事業に申請できません。

i. 大学全体として学生募集停止中の大学

ii. 学校教育法（昭和22年法律第26号）第109条の規定に基づき文部科学大臣の認証を

受けた者による直近の評価の結果、「不適合」の判定を受けている大学

iii. 「私立大学等経常費補助金」において、定員の充足状況に係る基準以外の事由により、

前年度に不交付又は減額の措置を受けた大学

iv. 設置計画履行状況等調査において、「指摘事項（法令違反）」が付されている大学

v. 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（平成15年文部科学省告

示第45号）第２条第１号又は第２号のいずれかに該当する者が設置する大学

20

[公募要領 p.9]
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2. 申請資格・要件等
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（4） 申請要件

以下の要件(①～⑯）を満たす大学の設置者に限り、申請することが可能です。

① 高等教育の修学支援新制度において、大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律

第８号。以下「修学支援法」という。）に基づき、財務状況や収容定員充足率が適正であることを

含めた要件を満たすことの確認を受けた大学であること。

② 十分な学生確保の見通しを備えた計画となっていること。

③ 各地域における人材需給状況や産業界を含む社会のニーズ等を踏まえ、自治体や複数の企業等

との事前協議も含めた地域との連携を行い、学修目標の具体化、体系的な教育カリキュラムの編

成及び大学での学修に必要な資質・能力等を評価する入学者選抜が適切に実施され、そのため

の体制を構築する計画となっていること。

[公募要領 p.9-11]
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2. 申請資格・要件等

（4） 申請要件

以下の要件(①～⑯）を満たす大学の設置者に限り、申請することが可能です。(前頁の続き)

④ 特定成長分野の人材を育成するための戦略、適切な管理・教育体制や教育研究環境の整備を図

る計画となっていること。

⑤ 計画の対象となる学部等において、実務経験のある教員等による授業科目を配置する計画と

なっていること。

⑥ 社会において具体的な人材ニーズが現に存在する、又は、その十分な見通しのある分野に係る学

部等の設置等に取り組む計画であること。（例えば、総合科学技術・イノベーション会議において

検討されている「重要技術領域」等の政府方針との関係性が明確である計画、かつ、各地域にお

ける産業動向や人材需給状況を踏まえ、地域の自治体や産業界等との人材ニーズや構想内容等

について事前協議を行う計画であること。）

22

[公募要領 p. 9-11]
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2. 申請資格・要件等

（4） 申請要件

以下の要件(①～⑯）を満たす大学の設置者に限り、申請することが可能です。 (前頁の続き)

⑦ 学部又は学科の設置による計画である場合は、当該学部又は学科の入学定員が150名以上であ

ること。既設の学部又は学科の収容定員の増加による計画である場合は、当該学部又は学科の

入学定員が150名以上増加する計画であること。また、文系学部の教育の質的向上を図る観点

から、新たな学部等の設置等により増加する入学定員数以上の文系学部等（※）の入学定員の減

少を伴う計画であること。

（※）定員減を行う学部等の学位分野に理学、工学、農学、獣医学、医学、歯学、薬学、保健衛生学

のいずれかが含まれていないこと

 なお、本申請要件において定める入学定員の増減数については、通信教育課程の人数を含めるこ

とはできないこととする。
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[公募要領 p. 9-11]
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2. 申請資格・要件等

（4） 申請要件

以下の要件(①～⑯）を満たす大学の設置者に限り、申請することが可能です。 (前頁の続き)

申請要件⑦の「ダブルメジャー取組」については、以下を満たす計画であることが必要です。

・入学定員 150 名以上の学部等において高度なレベルの文理融合教育を実施する計画であること。

  ・当該学部等において高度なレベルの文理融合教育の実施規模以上の入学定員減又は当該入学定

員減と同等の学生教員比率の改善を伴う計画であること。

・「高度なレベルの文理融合教育」は、卒業要件単位 140 単位以上かつ、理学、工学、農学いずれか

の学位分野に係る科目について 30 単位以上学修する教育課程を編成する計画であること。

・養成する人材像や教育課程の変更、これまでとは異なる学位分野の追加を伴う計画であること。

※ダブルメジャー取組については、公募要領（P19）の別添２「ダブルメジャー取組について」も併

せてご確認ください。

なお、本申請要件において定める入学定員の増減数については、「ダブルメジャー取組」についても通

信教育課程の人数を含めることはできません。
24

[公募要領 p. 9-11]
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2. 申請資格・要件等

（4） 申請要件

以下の要件(①～⑯）を満たす大学の設置者に限り、申請することが可能です。 (前頁の続き)

⑧ 特定成長分野に係る学部若しくは学科の設置又は収容定員の増加（学部等の設置等）による組織

の変更を伴う学部再編等の計画であること。

⑨ 機構による事業計画の選定があった日から４年を経過する日を含む年度の末日までに、計画の

対象となる学部等の設置等を行うことを目指す計画であること。

⑩ 大学の総収容定員充足率（在籍学生数の収容定員に対する割合）について、計画の対象となる学

部等の設置等に係る設置認可申請又は届出までに80％を満たす計画であること。

⑪ 寄附金、研究費等の外部資金の獲得について、フェーズ３の助成期間終了時までに、大学全体の

外部資金獲得額を申請時点の平均（過去５年間における各年度の外部資金獲得額のうち最大額

及び最小額を除いた残り３年分の平均）に、本事業による助成金の額の 2.5％を上乗せした水準

以上とする計画であること。
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[公募要領 p. 9-11]
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2. 申請資格・要件等

（4） 申請要件

以下の要件(①～⑯）を満たす大学の設置者に限り、申請することが可能です。 (前頁の続き)

⑫ 計画の対象となる学部等において、地域の自治体や同一都道府県内の事業所等との共同研究等

を実施し、フェーズ３の助成期間終了時までに、合計１千万円以上の共同研究費等の受入れを実

施する計画であること。

⑬ 計画の対象となる学部等において、自大学以外の機関との連携を通じた教育体制の整備と教育

の実施及び多様な入学者の確保に向けた取組を行う計画であること。

⑭ 選定された大学は、事業計画書に記載した上記の要件を満たす質の高い教育等に向けた計画の

具体化に努めるとともに、その進捗報告を行うこと。また、独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構法第十六条の三に規定する助成業務の実施に関する方針（令和８年１月30日改定文部科

学大臣認可）六（２）②に基づき機構が実施する会議に参加すること。
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[公募要領 p. 9-11]
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2. 申請資格・要件等

（4） 申請要件

以下の要件(①～⑯）を満たす大学の設置者に限り、申請することが可能です。 (前頁の続き)

⑯ 事業計画について、構想段階から文部科学省に設置する「成長分野転換支援委員会」（以下「支援

委員会」という。）へ助言等を求め、構想の質や実現可能性を高めた計画であること。
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[公募要領 p. 9-11]
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3.審査・選定について
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（１） 審査手順

本事業の選定のための審査は、機構に設置する「大学・高専機能強化支援事業選定委員会」
（以下「選定委員会」という。）において行います。

• 申請要件⑯にあるとおり、「大規模文理横断転換枠」において申請者は、事業計画につ
いて、構想段階から文部科学省に設置する支援委員会へ助言等を求め、構想の質や実現
可能性を高めた計画とする必要があります。支援委員会については、次のリンク先を参
照してください。
（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kinoukyouka/mext_00002.html）

• 選定委員会は支援委員会と連携するとともに情報提供内容も踏まえ、合議審査により選
定の可否を総合的に判断し、選定候補となる大学を決定します。

• 選定委員会は、選定候補となった大学を機構に報告し、機構はこの報告を踏まえ、助成
事業の対象となる大学を選定の上、申請者に対し、選定又は不選定の結果を通知します。

[公募要領 p.12]
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3.審査・選定について
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（2） 委員会による意見

• 事業の選定に当たっては、選定委員会の審議等を踏まえ、留意事項として改善のための取

組を求め、又は参考意見を付すことがあります。

[公募要領 p.12]
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(補足) 選定までの審査等の流れ
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3. 審査・選定について

（3） 審査方針

確認項目（(1)～(5)）における、以下の観点を満たした事業計画となっているか確認します。

（１） 公募要領の「３．申請資格・要件等（４）申請要件」（p.9-11）に記載している事項をすべ

て満たす計画であるかを確認する。
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[審査要項 p.2-3]
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3. 審査・選定について

（3） 審査方針

確認項目（(1)～(5)）における、以下の観点を満たした事業計画となっているか確認します。

（2） 計画の対象となる組織において、以下ＡとＢのうち、それぞれ１つ以上を実施する計画

であるか

A) 連携を通じた教育体制の整備と実施（連

係開設科目等に限らない。）

• 企業や自治体と連携した科目（ＰＢＬ等）の

整備・実施

• 関連分野に強みを持つ地域の他大学と連

携した科目の整備・実施

• 関連分野に強みを持つ海外大学との連携

（連携した科目や交換留学プログラムの整

備・実施等）

B) 多様な入学者の確保に向けた取組

• 入学者選抜における科目の見直し

• 女子学生の確保（志願者数増）に向けた取

組

• 地域の初等中等教育段階の学校との連携

（出張授業の実施等）

• 社会人学生の受入れ強化に向けた取組（リ

カレント・リスキリングへの対応）

• 留学生の受入れ強化に向けた取組

32

[審査要項 p.2-3]
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（3） 審査方針

確認項目（(1)～(5)）における、以下の観点を満たした事業計画となっているか確認します。

（3） フェーズ２における助成額を算定するため、以下の観点で規模や計画等について確認

します。

⚫ 授与実績を有しない分野の学位を授与する計画であるか

⚫ 大学全体の総収容定員数に対する計画に伴う収容定員数増減の合計値の割合

⚫ 共同研究費等及び寄附講座・寄附研究部門等における寄付金等の受入額実績

33

3. 審査・選定について [審査要項 p.2-3]
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（3） 審査方針

確認項目（(1)～(5)）における、以下の観点を満たした事業計画となっているか確認します。

（4） フェーズ3における「文系学部の教育の質向上に向けた取組に係る経費」に係る助成

額を算定するため、以下の観点で規模や計画等について確認します。

⚫ 定員減を行う文系学部において、「教育の質向上総合計画」を策定する計画である

か

⚫ 複数の学部で入学定員を減ずる場合、「教育の質向上総合計画」は、入学定員を減
ずる全ての学部で計画策定する計画であるか

⚫ 学科単位で入学定員を減ずる場合、「教育の質向上総合計画」は、当該学科が属す
る学部全体で計画策定する計画であるか

⚫  「教育の質向上総合計画」に、高校段階での理数系科目の履修を出願要件に設定

している計画であるか

34

3. 審査・選定について [審査要項 p.2-3]
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（3） 審査方針

確認項目（(1)～(5)）における、以下の観点を満たした事業計画となっているか確認します。

（4） フェーズ3における「文系学部の教育の質向上に向けた取組に係る経費」に係る助成

額を算定するため、以下の観点で規模や計画等について確認します。 (前頁の続き)

⚫  「教育の質向上総合計画」に、大学入学者選抜における理数系科目の設定をして

いる計画であるか

⚫  「教育の質向上総合計画」に、数理・データサイエンス・AI教育の実施計画に加え、
少人数PBL教育やアクティブ・ラーニングの実施、それに係る教員のSD実施計画

等を含めた文系学部における教育の質向上の取組の策定をしている計画である
か

35

3. 審査・選定について [審査要項 p.2-3]
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（3） 審査方針

確認項目（(1)～(5)）における、以下の観点を満たした事業計画となっているか確認します。

（5） 大学・高専機能強化支援事業（学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援

「大規模文理横断転換枠」）公募要領の「別添２：ダブルメジャー取組について」に記載

している申請要件をすべて満たす計画であるかどうかを確認します。

‐ ダブルメジャー取組に該当する場合のみ

36

3. 審査・選定について [審査要項 p.2-3]
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3. 審査・選定について

（4） 審査基準

 書面審査では、事業計画が確認項

目（(1),(2)）を満たしているかを、

確認項目(1)は原則右記の表(表

1)、確認項目(2)は右記の表(表

2) の確認区分に基づいて、それ

ぞれを判断します。

 なお、大学から提出のあった事業

計画における定員増の規模や、書

面審査の状況等を勘案して、総合

的に評価し、必要に応じて助成金

額を調整します。

37

区分 確認

◎ 申請要件を満たし、特筆すべき内容がある

〇 申請要件を満たしている

× 申請要件を満たしていない

(表１) 確認区分

* 申請要件の性質によっては申請要件の有無のみを確認します。

区分 確認

◎ 確認事項を満たし、特筆すべき内容がある

〇 確認事項を満たしている

× 確認事項を満たしていない

(表2) 確認区分

[審査要項 p.3]
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3. 審査・選定について

（4） 審査基準

 合議審査では、選定委員会において、書面審査の結果を参考にした上で、下記の表（表３）

の確認区分に基づいて判断します。

(表3) 評価区分
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区  分 確  認

〇 選定候補とすべきである

× 選定候補とすべきではない

[審査要項 p.3]

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明



4. 事業の実施と評価等
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（1） 実施体制

 全学的な教育改革の一環として、学長のリーダーシップの下に実施するものとします。

そのため、学内のガバナンス体制を確立し、学長は事業計画全体に責任を持つとともに、

全学的な普及と成果の活用に努めるものとします。

 事業計画の実施状況については、定期的に自己点検・評価を行ってください。

自己点検・評価に当たっては、評価指標の適切性や達成状況等を客観的に評価するため外

部評価の仕組みを構築する等、適切な体制を整備してください。

[公募要領 p.12]

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明



4. 事業の実施と評価等
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（2） フォローアップ

本事業については、フォローアップを以下のとおり実施します。

① 本事業に選定された大学は、交付規則に基づき、本事業に係る実績報告書（機構の事

業年度終了に伴う実績報告書）を毎年度機構に提出する必要があります。

• 併せて、機構は当該大学に対して本事業の進捗状況に関する報告を求め、又はその
状況を調査することができることとします。

② 機構は、原則として、毎年度１回会議（大学等の理系転換・拡充による人材育成機能強

化会議（以下、「人材育成機能強化会議」））を開催します。

• 人材育成機能強化会議は、選定された大学による意見交換や情報交換の機会であ
り、当該大学の相互の連携等の促進を図ることを目的とします。

• 本事業に選定された大学は、人材育成機能強化会議に参加する必要があります。

[公募要領 p.12-13]

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明



4. 事業の実施と評価等

41

（2） フォローアップ

本事業については、フォローアップを以下のとおり実施します。 (前頁の続き)

③ 本事業に選定された大学は、助成期間中、文部科学大臣宛に行う設置認可申請又は届

出に係る申請・届出書類のうち、機構の指定するものについて、その写しを遅滞なく

機構に提出することとします。

④ 機構において、本事業に選定された大学における取組の実施状況等をウェブサイト上

で公表します。

また、機構において、各大学における取組の効果を測定し、その結果を併せて公表し

ます。

⑤ 本事業に選定された大学は、支援委員会に対し、伴走支援を求めることが可能です。

[公募要領 p.12-13]

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明



5.申請書の作成・提出
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（1） 申請書等(事業計画の概要を含む) 

申請書等の作成・提出に当たって、以下の点に注意してください。

① 申請書等を入手する

機構のウェブサイト（https://www.niad.ac.jp/josei/public-offering/）からダウンロード

* 申請書の各様式のほかに、事業計画の概要（ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ形式）も提出してください。

② 申請書等の様式を確認する

[公募要領 p.11]
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（1） 申請書等（事業計画の概要を含む）

申請書等の作成・提出にあたって、以下の点に注意してください。

③ 申請の事前連絡をする

機構のウェブサイトに掲載の事前連絡フォームに必要事項を入力

* URLは【 https://www.niad.ac.jp/josei/public-offering/ 】のとおりです。

5.申請書の作成・提出 [公募要領 p.14]

事前連絡の期日 【令和8年5月１５日（金）１７時まで】

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明
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5.申請書の作成・提出
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（1） 申請書等(事業計画の概要を含む)

申請書等の作成・提出に当たって、以下の点に注意してください。

④ 申請書等を作成する

申請書は、本事業に係る事業計画として審査されますので、公募要領の内容を十分に踏まえて所

定の申請書を作成してください。

i. 資金計画

 本事業に係る事業計画の規模や費用対効果等を勘案し、真に必要な経費を計上してく
ださい。

 自己負担も含め、助成対象経費（「交付規則」別表を参照）のみを申請書に記載すること
ができます。

ii. その他

 申請書等の作成に当たっては、国民への説明責任の観点から、本事業における取組を、

政府全体の戦略・方針を踏まえながら、具体的かつ明確に記載してください。

[公募要領 p.11]

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明
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[公募要領 p. 13-14]

機構指定のクラウドサイトへアップロード（電子媒体でのみ、提出を受け付けます。）

（1） 申請書等（事業計画の概要を含む）

申請書等の作成・提出にあたって、以下の点に注意してください。

⑤ 申請書等を提出する

* また、申請書とともに事業計画の概要も併せて提出してください。

* 上記③の事前連絡フォームに連絡のあった学校へ、別途機構よりクラウドサイトのURLを配布

します。

5.申請書の作成・提出

公募締切日 【令和8年5月29日（金）１７時まで】

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明



5. 申請書の作成・提出
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（２） 留意事項

 提出された申請書等については、公募要領に従っていない場合や不備がある場合も、差し

替えや訂正は原則として認められません。なお、記載事項に不明な点があれば機構から問

い合わせする場合があります。

 申請書等において、著しい形式的な不備、審査における判断の根本に関わるような重大な

誤りや虚偽の記載、記載漏れ等があった場合は、審査の対象外となります。

また、虚偽の記載等が認められる場合、当該大学等について、一定期間、本事業への参画

を制限します。

 選定された大学の設置者に対しては、別途、助成金交付手続に関する連絡をします。

[公募要領 p.14]
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5. 申請書の作成・提出
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（２） 留意事項 (前頁の続き)

 申請書類は、機構において審査等の資料として使用しますが、申請者の利益の維持、行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）の要請その他の観

点から、審査以外の目的には使用せず、内容に関する秘密は厳守します。情報公開窓口／

個人情報保護窓口については機構ウェブサイト（https://www.niad.ac.jp/disclosure/#two）を

参照してください。

 今回の申請に関する問合せ等については、受付期間（令和８年５月２２日（金）１７時まで）を

定め、ウェブサイト等を通じて受け付けます。

• 個別大学の構想に係る質問・相談等（手続等に係る質問等は除く。）は受け付けません。

- 令和８年度公募（支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞）に係るお問合せは、問合せ用

フォーム（https://forms.office.com/r/XEK1DsG0NZ）よりご連絡ください。

[公募要領 p.14]
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6. スケジュール等
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公募開始

令和8年5月29日（金）17時 

令和8年6～8月頃

令和8年8月下旬

令和8年9月頃

審査等

選定結果通知・交付内定

交付決定

令和8年3月27日（金）

公募終了

[公募要領 p.13]
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7. お問い合わせ
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令和８年度公募（支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞）に係る

 問合せ先

令和８年度公募（支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞）に係るお問合せは

お問合せフォームからお願いします。

https://forms.office.com/r/XEK1DsG0NZ

申請予定者でお問合せがある場合

助成事業部事業推進課、助成課

E-mail：josei-jigyo-qa＊niad.ac.jp （注）「＠」を「＊」に置換しています。

[公募要領 p.16]
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（参考）関係資料
資料名 備考

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条の二に規定する助成業務の実

施に関する基本的な指針（令和８年１月１３日文部科学大臣改定）

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条の三に規定する助成業務の実
施に関する方針（令和５年４月13日文部科学大臣認可）

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構大学・高専成長分野転換支援基金助成
金交付規則(令和５年４月13日規則第２号)

• 本助成事業の助成金の
取扱いに係る資料です。

大学・高専成長分野転換支援基金助成金取扱要領

令和8年度 大学・高専機能強化支援事業（支援１：学部再編等による特定成長分野
への転換等に係る支援）「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募要領

• 令和8年度の本助成事業
（支援１）「大規模枠」への
応募申請に係る資料一
式です。

大学・高専機能強化支援事業（支援１：学部再編等による特定成長分野への転換等に
係る支援）「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞審査要項

令和8年度大学・高専機能強化支援事業（支援１：学部再編等による特定成長分野へ
の転換等に係る支援）「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞申請書等 （事業計画の概
要を含む）

大学・高専機能強化支援事業に関するＱ＆Ａ（令和8年5月１２日版）

大学・高専機能強化支援事業 - 支援１「大規模文理横断転換枠」＜新規分＞公募説明
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